
平成３１年度 守口市水道事業会計予算

（総 則）

第１条 平成３１年度守口市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（１）給 水 戸 数 ７２，０９０戸

（２）年 間 総 給 水 量 １６，５２６，０００㎥

（３）１ 日 平 均 給 水 量 ４５，１５３㎥

（４）主要な建設改良事業 配 水 管 整 備 事 業 工 事 費 ５１０，０００千円 配水管更新工事等

浄水施設整備事業 工 事 費 ４５，７９０千円 東郷配水場変電設備更新工事等

取水施設整備事業 工 事 費 ３４，４００千円 取水ポンプ整備工事

配 水 管 改 良 事 業 工 事 費 ３８，３００千円 基幹管路仕切弁設置工事等

浄水施設改良事業 工 事 費 ３６，１４０千円 データロガー更新工事等

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 水道事業収益 ２，８３９，０４９千円

第１項 営 業 収 益 ２，６６７，１１７千円

第２項 営 業 外 収 益 １７１，９２２千円

第３項 特 別 利 益 １０千円

－１－



－２－

支 出

第１款 水道事業費用 ３，１０４，３６５千円

第１項 営 業 費 用 ２，５０８，８５１千円

第２項 営 業 外 費 用 ２３４，８４８千円

第３項 特 別 損 失 ２ ３５９，６６６千円

第４項 予 備 費 １，０００千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額９９１，３６８千円は、過年

度分損益勘定留保資金１６７，２５６千円、当年度分損益勘定留保資金７６１，３５０千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

調整額６２，７６２千円で補てんするものとする。）。

収 入

第１款 資本的収入 ５９８，７７５千円

第１項 企 業 債 ５４７，０００千円

第２項 他 会 計 出 資 金 １３，３６１千円

第３項 固定資産売却代金 １２７千円

第４項 他 会 計 負 担 金 ３４，６８７千円

第５項 工 事 負 担 金 ３，６００千円

支 出

第１款 資本的支出 １，５９０，１４３千円

第１項 建 設 改 良 費 ７８０，４１５千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ８０９，７２８千円



（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

（企 業 債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

－３－

事 項 期 間 限 度 額

旧 取 水 施 設 撤 去 事 業 平成３３年度まで ３５７，０００千円

庁 舎 清 掃 管 理 業 務 委 託 事 業 平成３４年度まで １３，６１３千円

浄水場施設等運転管理他業務委託事業 平成３４年度まで ４３８，９００千円

電子計算機及び事務機器等借上事業 平成３６年度まで １６３，５７８千円

合 計 ９７３，０９１千円

起債の目的 限度額
起債の

方 法
利率

償 還 の 方 法

資金区分 償還期限 左のうち据置期間 償還方法 そ の 他

配 水 管

整備事業
470,000 千円

普 通 貸 借

(証書借入)

又は

証 券 発 行

年

7.0％

以 内

政 府

地 方 公 共

団 体

金 融 機 構

そ の 他

30年

以内
５年以内

年賦又は

半 年 賦

元利均等

元金均等

左記の条件の範囲内において借

入先に融通条件がある場合その条

件に従うことができる。

ただし、財政の都合により償還期

限及び据置期間を短縮し、若しくは

繰上償還又は低利に借換えること

ができる。

なお、起債前借又は翌年度に繰越

して借入れることができる。

浄水施設

整備事業
44,000 千円

取水施設

整備事業
33,000 千円

合 計 547,000 千円



－４－

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）営業費用、営業外費用 及び 特別損失

（２）建設改良費 及び 企業債償還金

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費

の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（１）職員給与費 ５５１，２０４千円

（２）交 際 費 １００千円

（他会計からの補助金）

第９条 児童手当に要する経費に対する補助のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、１，６３２千円である。

（たな卸資産購入限度額）

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、２３，４１２千円と定める。

平成３１年２月２０日提出

守口市長 西 端 勝 樹


